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   第 ３ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和元年９月24日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時52分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和元年度熊本県一般会計補

正予算(第２号) 

 議案第12号 財産の無償貸付けについて 

 議案第13号 令和元年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金(地

方財政法関係)について 

議案第14号 令和元年度農地海岸保全事業

の経費に対する市負担金について 

議案第15号 令和元年度県営土地改良事業

の経費に対する市町村負担金について 

議案第21号 工事請負契約の締結について 

報告第３号 専決処分の報告について 

報告第23号 一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書類

の提出について 

報告第24号 公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第25号 公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第26号 公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出につい

て 

報告第27号 公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の

提出について 

報告第28号 公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提

出について 

請第５号 主要農産物種子法の廃止に伴う

種子条例の制定を求める請願 

請第７号 主要農作物種子法廃止に際し、

市民の食糧主権と食の安全を守るため、

熊本県独自の条例化を求める請願 

請第８号 熊本県で主要農産物種子生産条

例の制定を求める請願 

請第９号 主要農作物種子の生産にかかる

条例の制定を求める請願 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①「熊本県水とみどりの森づくり税」

事業の検討状況について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 早 田 順 一 

        副委員長 髙 島 和 男 

        委  員 前 川   收 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 西 村 尚 武 

委  員 坂 梨 剛 昭 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 福 島 誠 治 

       政策審議監 竹 内 信 義 

      生産経営局長 山 下 浩 次 

      農村振興局長 久保田   修 

        森林局長 古 賀 英 雄 

        水産局長 山 田 雅 章 

       首席審議員 

兼農林水産政策課長 渡 邉 泰 浩 
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      団体支援課長 門 﨑 博 幸 

 流通アグリビジネス課長 井 上 克 浩 

      農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

      農産園芸課長 下 田 安 幸 

         政策監 德 永 浩 美 

        畜産課長 上 村 佳 朗 

  農地・担い手支援課長 楮 本 亮 治 

      農村計画課長 福 島 理 仁 

      農地整備課長 渡 辺 昌 明 

     むらづくり課長 清 藤 浩 文 

      技術管理課長 鍬 本 隆 男 

      森林整備課長 松 木   聡 

      林業振興課長 入 口 政 明 

      森林保全課長 大 岩 禎 一 

      水産振興課長 中 原 康 智 

    漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

  農業研究センター所長 川 口 卓 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○早田順一委員長 それでは、ただいまから

第３回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に１名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしま

す。 

 次に、今回付託された請第５号、請第７

号、請第８号及び請第９号について、提出者

から趣旨説明の申し出があっておりますの

で、これを許可したいと思います。 

 請第５号についての説明者を入室させてく

ださい。 

   (請第５号の説明者入室) 

○早田順一委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡単にお願いいたしま

す。 

(請第５号の説明者の趣旨説明) 

○早田順一委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。 

   (請第５号の説明者退室) 

○早田順一委員長 続いて、請第７号につい

ての説明者を入室させてください。 

   (請第７号の説明者入室) 

○早田順一委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡単にお願いいたしま

す。 

   (請第７号の説明者の趣旨説明) 

○早田順一委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。 

   (請第７号の説明者退室) 

○早田順一委員長 続いて、請第８号につい

ての説明者を入室させてください。 

   (請第８号の説明者入室) 

○早田順一委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡単にお願いいたしま

す。 

   (請第８号の説明者の趣旨説明) 

○早田順一委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。 

   (請第８号の説明者退室) 

○早田順一委員長 続いて、請第９号につい

ての説明者を入室させてください。 

   (請第９号の説明者入室) 

○早田順一委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には、請願書の写しを配付してお

りますので、説明は簡単にお願いいたしま

す。 

   (請第９号の説明者の趣旨説明) 

○早田順一委員長 趣旨はよくわかりまし

た。後でよく審査いたしますので、本日はこ

れでお引き取りください。 
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   (請第９号の説明者退室） 

○早田順一委員長 次に、本委員会に付託さ

れた議案等を議題とし、これについて審査を

行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、福島農林水産部長から総括説明

を行い、続いて、担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 初めに、福島農林水産部長。 

 

○福島農林水産部長 おはようございます。 

 それでは、着座にて失礼いたします。 

 まず初めに、７月の管内視察では、同行さ

せていただきありがとうございました。現地

で各委員からいただきましたさまざまな御意

見、御提案は、今後の施策に役立ててまいり

ます。 

 次に、今定例会に提案しております議案の

説明に先立ち、３点御報告させていただきま

す。 

 １点目は、災害関係についてです。 

 ことしは、例年に比べて梅雨入りがおくれ

ましたが、６月26日の梅雨入り以降、３度に

わたる大雨に伴い、農林水産関係では、農

地、農業用施設や山地、林道等に約39億円の

被害が発生しました。 

 今定例会に補正予算を提案させていただい

ておりますが、迅速な災害復旧に努めるとと

もに、今後も災害への警戒を緩めることな

く、万全の防災対策を講じてまいります。 

 また、近年の豪雨等により、全国的に農業

用ため池が被災するケースが多発しているこ

とから、本年７月に、農業用ため池の管理及

び保全に関する法律が施行されました。この

法律では、所有者等は県知事へ届け出ること

が義務づけられたことから、この事務を適正

に処理するための補正予算を提案させていた

だいております。 

 なお、この３連休に本県に接近した台風17

号に関しましては、現時点で、果実の落下や

園芸用ハウスの損傷等の被害が報告されてい

ます。引き続き被害の全容把握に努め、必要

な対応を行ってまいります。 

 ２点目は、日米貿易協定についてです。 

 先月の日米首脳会談において、大筋合意に

至ったとのことであり、報道によれば、合意

内容はＴＰＰを超えない水準とのことです。 

 このことは、県議会とともに政府に要望し

てきたところでありますが、まだ詳細な内容

については明らかとなっていないことから、

合意内容等の情報収集、分析を行うなど動向

を注視してまいります。 

 ３点目は、外国人材の受け入れについてで

す。 

 本年４月にスタートした特定技能制度につ

きまして、県では、受け入れ体制を整備する

ため、ＪＡ熊本中央会による全国初となる県

域での登録支援機関設立を働きかけ、先月登

録が実現しました。 

 また、受け入れが見込まれる２つの地域

で、県、市、ＪＡによる地域協議会を設立

し、地域が一体となって取り組む生活環境づ

くりなどを支援しているところです。 

 今後も引き続き、外国人材から選ばれる熊

本を目指し、取り組んでまいります。 

 それでは、今回提案しております議案等の

概要を御説明します。 

 一般会計補正予算１件、財産関係１件、市

町村負担金関係３件、工事関係１件のほか、

報告事項が７件でございます。 

 まず、予算関係では、農地、農業用施設や

山地、林道等、大雨被害の復旧に係る予算を

初め、総額20億円余の増額補正をお願いして

おります。 

 この結果、補正後の一般会計、特別会計の
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予算総額は、763億円余となります。 

 また、条例等関係では、西原村に対する建

物等の無償貸し付け１件、農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金３件及び

漁業調査船「ひのくに」代船建造の工事請負

契約の締結１件を提案しております。 

 さらに、報告事項としては、交通事故に係

る専決処分の報告１件、公益法人の経営状況

の報告６件でございます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 なお、その他報告事項としまして、水とみ

どりの森づくり税事業の検討状況について御

報告させていただきます。 

 詳細につきましては、この後、それぞれ担

当課長から説明させますので、御審議のほど

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 補正予算及び条例等関係と題しております

資料から御説明させていただきます。 

 目次をめくっていただきまして、１ページ

目をお願いいたします。 

 令和元年度９月補正予算総括表でございま

す。 

 農林水産部全体の補正予算は、(B)の欄の

一番下、20億4,400万円余の増額補正で、補

正後の総額は、隣の(A)足す(B)の欄の763億

8,200万円余となっております。梅雨期にお

ける豪雨災害により、農林水産関係で約39億

円の被害が発生いたしましたが、それに対す

る復旧工事に要する経費が主な内容となって

おります。 

 補正予算の詳細につきましては、各課から

説明いたしますが、今申し上げました梅雨期

豪雨災害関連の事業につきましては、資料の

右の説明欄に四角囲みで「大雨関連」と記載

させていただいております。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 農作物対策費の中の国庫支出金返納金でご

ざいます。 

 右側の説明欄にあります水田のフル活用等

を進めます経営所得安定対策推進事業の事業

費確定に伴う返納金でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 農業総務費の農村地域農政総合推進事業費

でございますが、説明欄の農地集積加速化事

業は、市町村が実施します人・農地プランの

策定に必要な経費を助成するものでございま

す。制度の改正によりまして、人・農地プラ

ンの実質化の取り組みが必要となったこと

で、事業に取り組む市町村が増加したことに

よるものでございます。 

 次の農用地利用集積等推進基金積立金でご

ざいますが、農地の賃借契約の解約に伴いま

して、中間管理機構の農地集積協力金が返納

となったものでございまして、基金に積み戻

すものでございます。 

 次の国庫支出金返納金でございます。 

 まず、説明欄１の耕作放棄地解消事業でご

ざいますが、市町村農業委員会が実施します

耕作放棄地の再生作業等の事業に係る執行残

でございます。 

 ２の農地集積加速化事業は、農地の賃借契

約の解約に伴いまして、農地集積協力金が返

納となったものでございます。 

 ３の農業委員会等振興助成費は、農業委員

会の推進活動費に係る執行残でございます。 

 次に、４ページの農業構造改善事業費の国

庫支出金返納金でございますが、被災農家を
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対象に、農舎やハウス、農業機械等を再建す

る震災復旧緊急対策経営体育成支援事業の事

業費確定に伴う国庫返納金でございます。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 

○渡辺農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 農地防災事業費でございます。 

 ２段目の海岸保全事業費につきましては、

説明欄にありますとおり、ことしの梅雨前線

豪雨等により海岸に漂着した流木やごみ等の

処理に要する経費について増額補正をお願い

するものでございます。 

 ３段目の農地防災事業費につきましては、

説明欄にありますとおり、農業用ため池の管

理及び保全に関する法律に基づく届け出の受

け付け、データベースの整備等に要する経費

について増額補正をお願いするものです。 

 同じく、４段目につきましては、説明欄に

ありますとおり、排水機場整備工事において

債務設定をお願いするものです。 

 ５段目の農地災害復旧費でございます。 

 ６段目の団体営農地等災害復旧費につきま

しては、説明欄にありますとおり、ことしの

梅雨前線豪雨等により被災した農地や農業用

施設の復旧を行う市町村に対しまして助成を

行うもので、増額補正をお願いするもので

す。 

 農地整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ２段目の農作物対策費の国庫支出金返納金

については、説明欄にあるとおり、鳥獣被害

防止総合対策交付金の捕獲補助金や侵入防止

柵の設置費について、市町村の計画に基づき

予算計上していましたが、平成30年度の事業

費確定に伴う国庫支出金返納金でございま

す。 

 ４段目の土地改良費の国庫支出金返納金に

ついては、説明欄にあるとおり、多面的機能

支払事業の対象農地の減少や活動終了に伴う

過年度事業費の確定に伴う国庫支出金返納金

です。 

 むらづくり課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 説明欄、間伐等森林整備促進対策事業国庫

返納金につきましては、過年度に補助事業を

活用して森林整備を実施した事業地の転用に

伴い、国庫支出金を返納するものでございま

す。 

 森林整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 資料の８ページをお願いします。 

 大雨関連の林道災害復旧費でございます。 

 右の説明欄にありますように、現年林道災

害復旧事業につきましては、被災した林道施

設の復旧を行うもので、事業主体である市町

村への助成について増額補正をお願いするも

のでございます。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○大岩森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 治山費として、２つの大雨関連の災害復旧

事業をお願いしています。 

 まず、２段目の緊急治山事業費につきまし

ては、県が、国庫補助により、山地崩壊箇所
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のうち、緊急を要する箇所の復旧工事を行う

もので、増額補正をお願いするものです。 

 次に、３段目の単県治山事業費です。 

 １の単県治山事業(県営事業)は、国庫補助

の対象とならない県が行う治山施設の復旧や

小規模な山地災害の復旧工事を行うもので、

増額補正をお願いするものです。 

 ２の単県治山事業(市町村営事業)は、地域

防災計画に掲載された地区において、市町村

が行う小規模な山地災害の復旧工事に対する

助成で、増額補正をお願いするものです。 

 森林保全課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 漁港建設管理費の海岸漂着物等地域対策推

進事業費でございます。本事業は、海域に漂

流、また、海岸に漂着した流木やごみ等の回

収、処分等に要する経費でございます。 

 本年の梅雨前線豪雨に伴い、当初想定量を

超える流木が海域に流出し、これらの回収、

処分に対応したことに伴い、右側説明欄にあ

りますように、今後の台風や大雨に控え、下

半期に行います回収、処分を実施するための

経費の増額を今回お願いするものでございま

す。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 12ページをお願いします。 

 議案第12号、財産の無償貸付けについてで

ございます。 

 当該財産は、県が畜産農家の牛の預託育成

などを行っておりました旧西原公共育成牧場

に係るものでございます。畜舎など25棟及び

電柱19本を土地の所有者である西原村に無償

で貸し付けるものでございます。 

 西原公共育成牧場は、平成21年３月に廃止

いたしましたが、西原村から、村有地と県の

建物を一体的に畜産的活用することにより村

の畜産振興を図りたいとの要望がございまし

た。 

 このため、平成21年９月定例会の議決を経

て、建物に関する５年間の無償貸付契約を西

原村と締結しております。その後、平成26年

９月定例会の議決を経て、５年間の契約の延

長を行っているところでございます。 

 この契約が、本年10月31日に終了すること

から、西原村と協議しましたところ、貸付期

間の延長要望があり、引き続き、西原村の区

域における畜産振興のため、貸付期間を５年

間延長しようとするものでございます。 

 畜産課は以上でございます。御審議よろし

くお願いします。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 13ページの議案第13号から15ページの議案

第15号までは、いずれも、令和元年度の農林

水産関係の建設事業につきまして、受益市町

村が負担する経費の負担率を定めるものでご

ざいます。 

 県が行う建設事業につきましては、法律

上、その経費について、受益市町村に負担さ

せることができることとされております。こ

の負担率を定めるに当たりましては、受益市

町村の意見を聞いた上で、県議会の議決を経

て定めることとなっております。 

 議案につきましては、根拠法令ごとに、議

案第13号が地方財政法関係、議案第14号が海

岸法関係、議案第15号が土地改良法関係のも

のとなっております。各事業の負担割合は、

国のガイドライン等に基づき設定したもので

ございまして、受益市町村の同意を得ている

ものでございます。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 
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○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 議案第21号、工事請負契約の締結について

でございます。 

 漁業調査船「ひのくに」代船建造に係る請

負契約でございます。 

 18ページの事業の概要にありますとおり、

現行の漁業調査船「ひのくに」が、建造から

18年目となりましたので、代船を建造するも

のでございます。 

 工事名、漁業調査船「ひのくに」代船建造

工事。工事内容は、総トン数49トンの軽合金

製漁業調査船を建造するものです。工事場所

は、落札業者の工場があります広島県尾道市

です。工事期間は、契約締結の日から令和２

年10月30日まで。契約金額は、５億7,420万

円です。契約の相手方は、広島県尾道市の瀬

戸内クラフト株式会社代表取締役川口洋、契

約方法は、一般競争入札でございます。 

 水産振興課は以上です。御審議よろしくお

願いいたします。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 専決処分の報告をさせていただきます。 

 報告第３号は、職員による交通事故に関す

る報告でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 ６にございますとおり、出先機関の職員

が、公用車を駐車していました県庁駐車場か

ら帰庁する際、誤って入口ゲート方向へ向か

ってしまい、方向転換する際に駐車してあっ

た相手方車両に接触し損傷を与えたものであ

り、４のとおり、県側に全面的な過失がある

として、相手方に損害賠償を行ったものであ

ります。 

 職員研修や日ごろの声かけ等により、安全

運転を心がけるよう徹底してまいります。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 22ページをお願いいたします。 

 報告第23号、一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書類の提

出についてでございます。 

 概要は、次の23ページをお願いいたしま

す。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、野菜の価格安定対策事業を行うこ

とにより、野菜生産農家の経営の安定と消費

地への野菜の安定供給を図ることを目的とし

ております。 

 ２の平成30年度の決算の概要についてでご

ざいます。 

 野菜価格安定対策を実施します実施事業等

会計、基本財産の運用を行います法人会計に

区分しております。 

 事業活動の効率性をあらわす一般正味財産

の経常収益につきましては、(A)欄のとお

り、実施事業等会計で755万円余の減、法人

会計で627万円の増となりました。経常外収

益と合わせた一般正味財産は、（H)欄の合計

欄のとおり、前年度より128万円余の減とな

っております。 

指定正味財産につきましては、県の補助金

が該当しますが、(K)欄のとおり、前年度よ

り865万円余の減となっております。 

 これにより、正味財産期末残高は、一番右

下の欄のとおり、３億6,386万円余で、昨年

度より994万円余の減となっておりますが、

これは、価格安定対策の予約数量の減に伴

い、必要な県補助金額が減少したことが主な

要因でございます。 

 県補助金額は、予約数量によって毎年増減

するものでありまして、かつ、補給交付金交

付のために造成されるものでございます。協

会の経営に直接影響するものではなく、全体
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としては適正に運用されていると考えており

ます。 

 次に、３の事業実績等についてでございま

す。 

 (3)の補給交付金の交付実績にありますよ

うに、特定野菜のアスパラガスなど８品目と

指定野菜の冬春トマトなど６品目が交付対象

となり、前年を上回る3,965万円余が交付さ

れております。 

 農産園芸課からの説明は以上でございま

す。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 26ページをお願いします。 

 報告第24号、公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 概要は、次の27ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、畜産農家や団体への経営指導、技

術指導、畜産物価格安定対策等を通じた畜産

振興と畜産物の安定供給を目的としておりま

す。 

 ２の平成30年度の決算の概要についてでご

ざいます。 

 畜産経営体の育成・経営支援と家畜衛生対

策、畜産物価格安定対策を実施する公益目的

事業会計、家畜の改良・登録事業を実施する

収益事業等会計、基本財産の運用を行う法人

会計に区分しております。 

 事業活動の効率性をあらわす一般正味財産

の経常増減額については、(A)欄のとおり、

公益目的事業会計で5,000円の減、収益事業

等会計で28万円余の減となりました。経常外

収益と合わせた一般正味財産は、(H)合計欄

のとおり、前年度より489万円余の増となっ

ております。 

指定正味財産は、肉用子牛生産者補給金や

肉用牛肥育経営安定対策の生産者積立金が該

当しますが、(K)欄のとおり、前年度より３

億857万円余の増となっております。 

 これにより、正味財産期末残高は、一番右

下の欄のとおり、65億1,898万円余で、昨年

度より３億1,327万円余の増となっており、

適正に運用されていると考えております。 

 資料の28ページをお願いします。 

 ３の事業実績等でございます。 

 (1)、(2)、(3)が公益目的事業会計で、(4)

が収益事業会計になっております。 

 最初に、(1)は、畜産経営体の育成、経営

支援を行うもので、国、県や独立行政法人農

畜産業振興機構の事業等を活用しまして、畜

産農家に対して情報提供や経営改善指導など

を行っております。 

 (2)は、国民生活の安全、安心に資する家

畜衛生対策の推進でございます。 

 家畜の疾病予防や家畜伝染病発生時の対策

などのため、ワクチン接種や家畜防疫互助基

金制度など、衛生対策を推進しているところ

でございます。 

 (3)は、畜産物の価格安定を図る業務でご

ざいます。 

 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく指

定団体といたしまして、生産者積立金の管理

及び補塡金交付業務を実施しております。肥

育経営安定対策につきまして、平成30年度は

13億9,700万円余の補塡金の交付がございま

したが、積立金総額に対して補塡金の交付が

少なかったため、(K)の当期指定正味財産増

減額は、３億857万円余の増となっておりま

す。 

 なお、ＴＰＰ11協定発効に伴い法制化され

まして、12月30日から、畜産経営の安定に関

する法律に基づく交付金制度へと移行してお

ります。 

 (4)は、家畜の改良、登録の推進というこ

とで、肉用牛の個体登録、登記や産肉能力の

統計分析等を実施しております。 

 以上が公益社団法人熊本県畜産協会の経営

状況についての概要でございます。引き続き
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しっかりと指導してまいります。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 報告第25号、公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出についてで

ございます。 

 31ページの概要で御説明いたします。 

 まず、基本情報(1)の設立の目的にござい

ますように、農業公社は、農地の保有の合理

化、畜産基盤の整備による農業経営基盤の強

化や農業後継者の育成、確保の公益目的事業

と、農業公園の管理運営等の収益事業を実施

しているところでございます。 

 次に、２の平成30年度の決算の概要につい

てでございます。 

 一般正味財産の経常増減額、(A)欄でござ

いますけれども、公益目的事業会計で665万

円余、収益事業等会計で225万円余の増とな

っておりまして、法人会計を含めた合計は

843万円余の増額となっております。 

また、指定正味財産増減額は、車両等の減

価償却等によりまして184万円余の減とな

り、正味財産期末残高は、一番下の右の欄で

ございますけれども、７億700万円余で、昨

年度より523万円余の増となっているところ

でございます。 

 次に、３の事業実績等について御説明いた

します。 

 まず、事業の中心となります(1)農地中間

管理等事業の農地の貸借は、借り入れが997

ヘクタール、貸し付けが1,088ヘクタール

と、前年並みの実績でございました。 

 (2)は、農地の売買の実績でございます

が、同様に前年並みの実績となっているとこ

ろでございます。 

 (3)の畜産公共事業につきましては、平成 

29年度から２カ年間で、熊本市の東部地区に

おいて、家畜排せつ物処理施設や堆肥センタ

ーを整備します畜産環境総合整備事業を実施

いたしました。 

 (4)の新規就農支援事業につきましては、

新規就農支援センターの活動を通じまして、

前年より多い610件の相談に対応していると

ころでございます。 

 最後に、(5)の農業公園管理運営等事業に

ついてでございますが、下のイのところでご

ざいますけれども、昨年度は、天候にも恵ま

れまして、入園者数は、前年度より約４万人

多い51万人となったところでございます。 

 以上が農業公社の経営状況についての概要

でございます。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 34ページをお願いします。 

 報告第26号公益社団法人熊本県林業公社の

経営状況を説明する書類の提出についてでご

ざいます。 

 概要は、次の35ページをお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、造林、育林等の事業を行うことに

より、森林の持つ公益的機能の維持、増進を

図り、林業の活性化と山村地域の振興などに

寄与することを目的としております。 

 ２の決算の概要についてでございます。 

 森林所有者との分収林契約に基づく森林経

営を実施する公益目的事業会計、受託事業を

実施する収益事業等会計、基本財産の運用を

行う法人会計に区分しております。 

 一般正味財産の経常増減額については、

(A)欄のとおり1,400万円余の減となりまし

た。また、経常外増減額について、(D)欄の

とおり、減損損失として9,900万円余を計上

しております。これは、森林資産を処分した

場合の簿価と時価の差額を計上するルールに

基づいたものでございます。これらにより、
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一般正味財産は、(H)欄のとおり１億1,400万

円余の減となりました。 

一方で、指定正味財産は、受取補助金を計

上することにより、(K)欄のとおり8,500万円

余の増となっております。 

 これにより、平成30年度末の正味財産期末

残高は、一番右下にありますとおり１億

5,300万円余で、前年度より2,800万円余の減

となっておりますが、これは、昨年４月の西

日本豪雨で間伐材の搬出道路が被災し、事業

中止を余儀なくされたことに伴う県からの補

助金が当初計画よりも減となったことが原因

でございまして、やむを得ないものと考えて

おります。 

 次に、３の事業実績等でございます。 

 主要事業の実績につきましては、表のとお

りでありまして、これまで造成してきた資源

が充実しつつあることを踏まえて、利用間伐

の推進に努めたほか、公社の有する知識、技

術力を活用しまして、受託事業にも取り組ん

だところでございます。 

 最後に、４、林業公社の経営改善に向けた

取り組みでございます。 

 林業公社では、現在、長伐期化の推進、分

収割合の見直し、事業の見直しの３つを柱と

して経営改善に取り組んでおります。 

 このうち、３点目の事業の見直しにつきま

しては、木質バイオマスなどの需要の高まり

を捉え、直送、直接販売による流通コストの

削減を図り、収益性の向上に努めておりま

す。また、素材生産の増加に対応するため、

複数年で間伐を施行するなど、契約方式の工

夫も行っているところでございまして、これ

らにより、平成27年度以降、４期連続での黒

字化を達成したところです。 

 説明は以上でございます。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 38ページをお願いします。 

 報告第27号、公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類の提出

についてでございます。 

 概要は、次の39ページでお願いします。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり､林業事業体に雇用される林業従事

者の就業環境を整備し､その安定確保を図る

とともに､若年従事者の育成､確保を促進する

ことを目的としております｡ 

 40ページをお願いします。 

 ２、平成30年度の決算の概要についてで

す。 

 林業労働力確保や林業従事者対策等を実施

する公益目的事業会計、基本財産の運用を行

う法人会計に区分しております。 

 事業活動の効率性をあらわす一般正味財産

の経常収益については、(A)欄のとおり、公

益目的事業会計で285万円余の減、法人会計

で41万円余の増となりました。経常外収益と

合わせた一般正味財産は、(H)合計欄のとお

り、前年度より243万円余の減となっており

ます。 

指定正味財産は、基本財産の運用が該当し

ますが、(K)欄のとおり2,070万円余の増とな

っております。 

 これにより、正味財産期末残高は、一番右

下の欄のとおり27億8,850万円余で、昨年度

より1,827万円余の増となっており、適正に

運用されていると考えております。 

 ３、事業実績等についてです。 

 事業の内容は、①の林業労働力確保等に関

する事業では、退職金共済や社会保険の掛金

の事業主負担分に対する助成や新規参入者を

雇用した事業体への助成を行っております。 

 ②以降の事業では、国や県からの補助事

業、委託事業により、林業に興味がある人へ

の林業体験学習会、林業就業希望者への長期

研修、林業従事者への技術研修等のほか、林

業事業体の指導、林業就業に関する広報、林

業事業体への就職あっせんなどの事業を行っ



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和元年９月24日) 

 - 11 - 

ております。 

 林業振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 42ページをお願いいたします。 

 報告第28号、公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の提出に

ついてでございます。 

 概要は、次の43ページをお願いいたしま

す。 

 この法人の設立目的は、１、基本情報(1)

のとおり、水産動植物の種苗の生産及び放流

並びに水産動植物の育成を計画的かつ効率的

に実施し、県民への水産物供給の安定と海洋

環境の保全に寄与することを目的としており

ます。 

 次に、２、平成30年度の決算の概要につい

てです。 

 当協会は、放流種苗等の生産や配付を実施

する公益事業会計、養殖用種苗を生産する収

益事業等会計、基本財産の運用を行う法人会

計の３会計に区分しております。 

 事業活動の効率性をあらわす一般正味財産

の経常収益については、(A)欄のとおり、公

益事業会計で146万円余の減、収益事業等会

計で27万円余の減となっております。法人会

計と経常外収益を合わせた一般正味財産は、

(I)欄合計欄のとおり、前年度より344万円余

の増となっております。 

指定正味財産は、県や市町などからの出捐

金が該当しますが、（L)欄のとおり増減はあ

りません。 

 これにより、正味財産期末残高は、一番右

下の欄のとおり７億7,718万円余で、昨年度

より344万円余の増となっており、適正に運

用されていると考えております。 

 続きまして、事業実績等についてです。 

 まず、公益目的事業である里海づくり事業

ですが、マダイ、ヒラメ、クルマエビなど、

11魚種の種苗生産、配付を行っております。

 また、共同放流事業を実施する熊本県栽培

漁業地域展開協議会の事務局として、マダイ

95万8,000尾やヒラメ65万2,000尾等の放流を

実施いたしております。 

また、クマモト・オイスターやキジハタの

種苗生産技術開発試験及びアサリ人工稚貝等

の中間育成技術開発試験を県から受託し、実

施するとともに、協会独自でも種苗生産技術

の改良試験を実施しております。 

さらに、八代漁協が行う種苗生産や各地先

での種苗の育成、放流に対し、指導や助言を

行うとともに、小学生への研修等啓発活動に

取り組んでおります。 

 最後に、収益事業であるその他の事業につ

いてです。養殖業の発展を目的に、クルマエ

ビの養殖用種苗52万尾を生産し、配付してお

ります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○早田順一委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、議案等について質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○前川收委員 資料４ページの農地・担い手

支援課の国庫支出金返納金で、震災復旧緊急

対策経営体育成支援事業の支出金で返納金が

出ておりますが、この内容について、これ

は、地震のときに農家の施設等々が被災し、

それを復旧してもらうために、たしか９割補

助だったと思いますけれども、こういった制

度をつくって頑張っていただいてたわけであ

りますが、何でこれ返納したのか教えてくだ
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さい。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 返納の要因には幾つかございますが、主要

な要因といたしまして３つほどございます。 

 １点目が、事業費に消費税を――事業を実

施する前に、煩雑で、ちょっと作業時間がな

かったということで、消費税を加えて事業計

画を作成されてたというところがございまし

て、事業後、その消費税を返すというものが

8,000万円ほどございます。 

 それから、補助事業対象外の経費、要は、

機能を強化してたとか、規模拡大してたと

か、そういう部分がございまして、そういっ

た部分が3,000万円ほどございました。 

 それから、自己資金の資金繰りが難しいと

いうような理由もございまして、そんなもの

が約1,500万円、合計で、今のは県の金額も

含めてですけれども、１億2,800万円ほどの

返納が生じたということでございます。 

 

○前川收委員 制度上適正じゃなかった、あ

あいう災害の後で被災農家が申請をするのは

大変だったと思いますし、それを受ける行政

の側もチェックをしなきゃならないところが

チェックができてなかったとか、それから、

本来の予定と実際始めたら少し変わったと、

農舎とか畜舎が主でしょうから、それの変化

が出るということはわからぬじゃないですけ

れども、私がちょっとあれしたのは、事故繰

り後、次のいわゆる繰り越しが認められなく

て返納したという例なのかなとちょっと思っ

たものですから、要するに期限切れで返納し

た部分もあるのかなというふうに思いました

けれども、その点はもう一回再申請でカバー

してあるかと思いますが、そこを説明してく

ださい。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 基本的に、昨

年度末の事業完了ということでやっておりま

す。ただ、公共事業等が関係してございまし

て、事業が終了しないというもの18件につき

ましては、予算をつけかえいたしまして、県

の事業として実施をいたしております。その

ほかにつきましては、基本的に前年度の末で

終了したということでございます。全部で、

合計になりますけれども、9,900件ほどの事

業の実施件数となっております。 

 

○前川收委員 この事業があって、熊本の農

業の再開のために大きく寄与したことという

のは、高く私は評価をしているわけでありま

すけれども、こんなことはないほうがいいわ

けでありますが、こういったものの実績もし

っかりアピールしてもらいたいなというふう

な思いも持っておるところであります。 

 もう１件よろしいですか。 

 

○早田順一委員長 はい。 

 

○前川收委員 18ページ、「ひのくに」代船

建造。 

 漁業調査船の「ひのくに」という船を５億

7,400万円かけてつくりかえるということ

で、今回提案があっておりますし、もう入札

も終わっているんだと思いますが、その承認

を求める議案だと思いますが、今度の船は49

トンの軽合金製ということで、それはどうい

う船がいいか、私は専門外ですからよくわか

らないんですが、受注された企業が、瀬戸内

クラフトという広島の会社だということであ

ります。 

 私たちは、できる限り県内の事業者にとっ

てつくってもらいたいという思いをずっと持

ち続けておりまして、多分造船業界というん

ですかね、日立とかの大きなタンカーとかを

つくる造船業界というのは大手ぐらいしかな

いと思いますが、このくらいまでなら何とか

県内企業で受注できなかったのかなというふ
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うに思っておりまして、入札の結果で負けた

のであれば仕方ないと思いますけれども、そ

もそも発注のときに入札に参加する機会がな

かったという話もちょっと聞いておりますけ

れども、そこはどういう形で線引きをなさっ

たのか教えてください。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 「ひのくに」の代船建造工事でございます

けれども、造船工事、ほかの業種に比べまし

ても、大変専門性が求められる業種でござい

ます。発注する品質を確保するために、造船

業者が船室や船体の大きさに応じた高度な造

船技術施工体制を有することが必要というこ

とを考えております。このため、今回の代船

建造におきましても、建造実績等の入札の参

加資格を設定させていただきました。 

 県内におきましては、平成18年に軽合金製

の本県の漁業取締船「あまくさ」を建造した

実績をお持ちの造船所が１社ございます。そ

のことから、中小企業振興基本条例の趣旨も

踏まえまして、こうした業者が参加できない

かという検討を進めさせていただいたところ

です。 

 この「あまくさ」、総トン数27トンという

ことで、今回の「ひのくに」の総トン数49ト

ンと比較しますと、55％程度ということでご

ざいます。入札の参加条件をつける際に、一

般的に採用しております８割というところの

実績ということと比較しまして、そこまで下

げるということは適正な品質を確保する観点

から困難ということで、今回判断をさせてい

ただいております。 

 以上です。 

 

○前川收委員 実績主義でやらざるを得ない

というのは、一般的にはそうでしょうけれど

も、船ってそんなにたくさん発注しているわ

けでもないしですね。何年かに１回ぐらいし

か多分ないんだろうと思います。 

 おっしゃったように、中小企業振興基本条

例というのもあって、やっぱり参入の機会を

つくって、県内企業を育成していくと。つま

り、仮に今回、この49トンの船を、県内企業

が――どこがとかはわかりませんけれども、

前とったところも私は知らないんですけれど

も、そこが仮に受注して実績をつくれば、次

からはその実績が基準になっていくわけであ

りまして、その基準を上げていくということ

が、やっぱり地場企業の育成につながるんじ

ゃないかなというふうに思ってます。 

 最終的には、皆さんの判断を支持するしか

ないんですけれども、意見としては、できる

限りそういった参入の機会をつくるというと

きに、今おっしゃったように、私たちがつく

った条例の趣旨も考えていただいて、技術要

件ですから、私は専門性がないのでよくわか

りませんが、つくる側からいえば、できると

言ってるんだというふうに聞いておりました

けれども、残念な結果で、同じ土俵に上がっ

て、入札の結果として負けたというのであれ

ば、それは仕方ないというふうに思いますけ

れども、土俵に上がれなかったということが

残念ですし、どうも話によると、このくらい

のトン数をつくれるドックも何か用意してた

という業者もいたという話ですけれども、結

果として土俵に上がれなかったということで

すから、これについてはどうこうは言いませ

んけれども、今後、その辺のところが、しょ

っちゅう出てる話とは違って、かなりレアケ

ースというんですかね、船をつくる、県が船

を発注するなんて、何年に１回しか多分ない

と思います。このくらいの船というのは、な

かなか、地場企業でやれるちょうどぎりぎり

なのかなと思うんです。これまたどんと大き

くなれば、それは無理でしょうけれども、彼

らから見れば、そういう船を受注することが

できれば、民間のほうに対しても非常に受注

実績として広げていくことができるというお
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考えがあるんだろうと思います。 

 その際に、やっぱり行政がしっかりその窓

口をつくってやるというのは、中小企業振興

基本条例の趣旨から見れば、県の産業育成と

いうことに必ずつながるというふうに思いま

すので、今後、ぜひ御検討を――今これをど

うこうは、それは無理ですけれども、今後の

課題として御検討いただければと思います。

もうこれは返事は要りません。要望です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 ちょっと僕よくわからない

んですが、経営状況の報告を見ますと、この

中には必ず……。 

 

○早田順一委員長 岩本委員、何ページです

か。 

 

○岩本浩治委員 ごめんなさい。23ページか

らずっとなんですが、その中で、必ずやっぱ

り法人税、住民税及び事業税というのが入っ

て、これは、農業公社の場合は、これが入っ

てるわけですね。そして、その中で、当期の

一般正味財産増減額というのが出てくるわけ

なんですが、ほかの公社、公益財団法人のつ

は、これが出てないんですよね。これは、会

計上、だからどういうふうにとればいいのか

なと。 

 31ページの農業公社の場合は、法人税、住

民税及び事業税が(H)という項目で出て、こ

れを、一般正味財産増減額、(I)イコール(A)

と(D)と(G)プラスして、マイナス(H)、これ

が法人税、住民税、事業税。ほかのところ

は、これがないんですよね。振りかえで終わ

っているのかどうか。ただ、やはり、こうい

う決算概要については、ある程度同じような

状況で示したほうがいいんではないかなと、

そういうふうに思った次第でございますが、

いかがなものでしょうか。 

 

○早田順一委員長 これは決算書の書き方で

すね。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 委員御指摘の点は、各団体の性質等々によ

るものなのかどうか、先生御指摘のとおり、

様式の問題なのかというところは、少しお時

間をいただいて、分析をさせていただければ

と思います。申しわけありません。よろしく

お願いいたします。 

 

○岩本浩治委員 これ見ますと、やっぱり農

業公社ですか、農地・担い手支援課の決算概

要だけ載ってて、ほかが載ってないと。やは

り県の予算も入っておりますし、各団体の予

算も入って、そして正味財産が増減が出るわ

けですから、これやっぱりある程度のベース

に合わちょったほうがいいんではないかなと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

○早田順一委員長 後でわかり次第、また御

報告をお願いします。委員会終わった後でで

も。 

 ほかにございませんか。 

 

○西村尚武委員 19ページの専決処分の報告

についてですが、交通事故ということで、こ

れは、農林水産のほうだけで１件ということ

なんですよね。私も、昨年まで天草市の市会

議員しとりまして、やっぱり天草市の場合、

年間に10件ぐらいはこういう形で出ておりま

した。 

 そういう中で、公用車へのドライブレコー

ダーの設置状況というのをお聞かせいただき

たいんですが、わかれば。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 
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 現時点で、公用車へのドライブレコーダー

の設置は、それぞれの所属で判断をしている

部分もございますが、農林水産部所管の公用

車、延べで考えますと、約１割の設置率とな

っております。 

 

○西村尚武委員 費用がかかることで、つけ

たほうがいいと私は言えませんが、なかなか

今――県庁ですから、そんなもめることはな

いんですかね。今あおり運転等社会問題もあ

りますし、結構、天草市の場合、もめた事案

もあったものですから、そのとき、ドライブ

レコーダーが役立ったと。その辺は、ぜひと

も御検討いただきたいと思っております。 

 

○早田順一委員長 要望でよろしいですか。 

 

○西村尚武委員 はい、要望です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○髙木健次委員 部長の説明の要旨の中にも

ありましたけれども、最近、非常に災害、豪

雨等が多いということで、今回も39億円の被

害が発生したと。そしてまた、７月には、た

め池の管理に関する法律も施行されるという

ようなことで、非常にいろいろな対応策とい

うのが出てきてると思うんですけれども、３

連休に今回台風17号が発生して、県下各地

で、相当な被害が出ていると思うんですよ

ね。 

 そういう中で、園芸用ハウス等は、非常に

台風、豪雨災害では被害が大きいといいます

か、そういうことからすると、23ページです

かね、熊本県野菜価格安定資金協会、これは

約1,000万の減額になっていますよね。 

 ただ、耐候性ハウスというのは、今農家か

らも希望がまだ多いんですよね。数年前に大

きな補助をやっていただいて、ある程度の整

備というものが進んでいるのかなと思います

けれども、最近、また耐候性ハウスの補助制

度というものを希望する農家、農業者が非常

に多いものですから、この辺については、今

どのような推移で行っているのか、また、こ

れからの予定、計画というものはあるのか、

その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 園芸用の耐候性ハウスの状況につきまして

は、以前の台風被害を受けまして、台風に強

い、風速50メートルに耐える､あるいは冬場

の作物については35メートルに耐えるという

ようなハウスを整備していこうということで

整備を進めてきているところでございます。

現時点で、耐風性ハウスにつきましては、

400ヘクタールを超える整備を進めてきたと

ころでございます。 

 ３年ほど前までは、非常に多くの希望があ

りまして、その年に採択がされないというよ

うなこともございましたが、ここ１～２年

は、希望があったところにつきましては、全

て国庫事業で採択をできるといった状況にな

ってきております。 

 ただ、全体としましては、トマト等の価格

が少し落ちておりますので、そういう影響も

あって、希望者が少し減っている。やはり10

アール当たり1,000万を超えるような施設で

ございますので、それなりの投資、自己負担

も必要になるという状況でございますので、

そういった面では、少し希望が減っている状

況でございますが、こういった台風のときに

は、きのう、おとといの台風でも、そういっ

た施設は被害を受けておりませんので、引き

続き、御本人の投資力も見合わせた上で、推

進をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

○髙木健次委員 数年前に、これも大きな補

助率だったですよね。９割だったですかね、



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（令和元年９月24日) 

 - 16 - 

これ。非常に農家の方も喜んで、ある程度の

整備が進んだ３年前からちょっと申込者が少

なくはなってきていると。自己資金とかいろ

いろなそういう関係もあるだろうという話で

したが、こういう３年前ぐらいの補助率とい

うのは、９割から大分落ちてきているわけで

すよね。今申請をして、補助率というのはど

のくらいになるんですかね。 

 

○下田農産園芸課長 最近の事業につきまし

ては、補助率は50％、２分の１以内というこ

とになっております。 

 

○髙木健次委員 その辺の農家の何といいま

すか、申し込みとか対応とかにも補助率の関

係もあるのかなと。最初、非常に補助率がよ

かったもんですから、それから比べるととい

う、その辺もあるんじゃないのかなという感

じがするんですよね。そういうことで、非常

に災害が多くて、ハウス関係の被害というも

のは必ず出てきます。一時期、中古のハウス

を、それに補助をしたりとかということもあ

っておりますけれども、要は、非常に台風災

害に強いというものを考えると、やっぱり耐

候性ハウスかなと。しかし、金額がちょっと

高目になりますので、その辺の農家等の事情

もあるかと思いますけれども、これはしっか

りと今後も対応していただければありがたい

なというふうに思います。 

 以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○坂梨剛昭委員 資料の10ページをお願いし

ます。 

 漁港漁場整備課の海域漂流・海岸漂着物地

域対策事業についてなんですが、台風または

大雨災害などで、有明海に流れる流木または

家庭ごみ等が、尋常じゃないぐらいの量が流

れ込んでいきます。 

 年度年度、その量は多くなっているのか、

またはその年度年度で変わってきているのか

というのと、その流木などがどこから流れ着

いているのか等の調査はされているのかを、

ちょっとお考えを聞かせていただきたいなと

思います。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 申しわけございません。今現在、毎年度の

実際の排出してきたボリュームについては、

ちょっと手持ちがないんですけれども、今年

度の流れてきました流木の量としては、253

トンの流木が流れてきたところでございま

す。昨年度の上期と比較して非常に多かった

ということで、流れてきた主な要因として

は、やはり熊本地震を契機として、山腹と

か、あと河川ののり肩とかにあった流木とか

が、今回の梅雨前線豪雨に伴って流出したも

のではないかというふうに考えているところ

でございます。 

 

○坂梨剛昭委員 この時期、ノリ網等も流木

などで破れたりとか、そういったこともある

ので、できるだけその調査をしていただい

て、事前の対処をしていただけるようによろ

しくお願いいたします。 

 

○早田順一委員長 要望でいいですね。 

 

○坂梨剛昭委員 要望でお願いします。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で付託議案等に対する質疑

を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第12号から第15号及

び第21号について、一括して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか｡ 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 
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○早田順一委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、今回付託された請第５号、第７号、

第８号及び第９号を一括して議題といたしま

す。 

 それでは、執行部から状況の説明をお願い

いたします。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ４つの請願をいただきましたが、４つの請

願とも、主要農作物種子法の廃止を受けて、

県に種子生産供給に係る条例の制定を求める

というものでありました。このことに対する

県の対応状況について御説明申し上げます。 

 先日の代表質問で知事がお答えしたとおり

ですが、主要農作物種子法が廃止された際に

は、県内農家の不安を払拭するため、法廃止

と同時に、県の運営要領を制定し、引き続

き、県の責務として種子の生産に主体的に取

り組むこととしたところです。そして、この

県の姿勢を農家の方々に周知するため、チラ

シを配付したり、種子生産に係る関連予算を

増額するなどの取り組みを続けてきたところ

であります。 

 しかしながら、請願にもありましたが、農

家の方々の不安は解消できておらず、永続性

の高い条例制定を願う声が高まっていること

から、県といたしましては、こうした思いに

応えるため、条例を制定することで、主要農

作物の優良種子の生産と安定供給を今後も継

続するとの姿勢をより明確に示すべきとの判

断をしたところでございます。 

 種子産地の生産体制を将来にわたりどのよ

うに維持していくかなど、本県独自の視点も

加えながら、次期定例会での条例の提案に向

けて準備を進めていくこととしておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 農産園芸課からの説明は以上です。 

 

○早田順一委員長 ただいまの説明に関して

質疑はありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 なければ、これで質疑は

終了いたします。 

 次に、採決に入ります。 

 請第５号、第７号、第８号及び第９号につ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 請第５号外３件について、いかがいたしま

しょうか。 

  （｢採択でお願いします」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 ただいま採択という意見

がありますので、採択についてお諮りをいた

します。 

 請第５号、第７号、第８号及び第９号を採

択とすることに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第５号、第７号、第８号及び第９

号は採択とすることに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査とすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており
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ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 別冊資料によりまして、熊本県水とみどり

の森づくり税事業の検討状況について御報告

いたします。 

 この報告は、本年度、第３期の取り組みの

最終年度となっております熊本県水とみどり

の森づくり税につきまして、これまでの取り

組みと成果、取り巻く状況の変化等を踏まえ

た今後の方向性の案につきまして報告をさせ

ていただくものでございます。 

 １ページをお願いします。 

 第３期は、３つの柱で取り組んでおり、そ

の内容と成果について、２ページまでにまと

めております。 

 １つ目の柱では、１の人工林の強度間伐に

よる針広混交林化や２の植栽未済地の解消に

向けた再造林などのハード事業を進めてまい

りました。荒廃森林の発生の防止などの成果

が出ております。 

 ３の森林の経営管理の集約化は、森林経営

に関心の低い所有者に対して直接働きかけ、

集約化を進めるソフト対策です。 

 ４のシカによる森林被害の防止の取り組み

では、防護柵の設置や捕獲への支援を実施し

ており、鹿による森林被害の拡大を食いとめ

る効果があったものと考えております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２つ目の柱では、１の県民参加による森づ

くりや２の森づくりを行うボランティア団体

等の活動支援、また、３の漁民による森づく

りを展開し、延べ２万人を超える県民の皆様

に森づくり活動に参加いただきました。県民

全体で森林を守り育てようという意識の醸成

が図られたものと考えております。 

 ３つ目の柱では、１のくまもとの木と親し

む環境づくりにより、教育の現場への木製机

や椅子の導入支援、木育学習の副読本の配布

を行いました。２の事業では、木材を生かし

た地域の景観づくりへの支援を行いました。

ともに、木材の利用が健全な森づくりに寄与

することを御理解いただく契機になったと考

えております。 

 ３ページをお願いします。 

 これまでの取り組みによる公益的機能への

効果を日本学術会議の評価方法に基づき試算

しました。延べ１万6,000ヘクタールを超え

る森林で整備をすることにより、約27万

3,000人分の生活用水に相当する水資源を涵

養するとともに、荒廃地と比較して、ダンプ

トラック約62万台分の侵食被害を防止するほ

か、自家用車約10万2,000台分に相当する二

酸化炭素の排出の吸収などの効果が出ており

ます。 

 下段では、税による取り組みに対する県民

の皆様の意識について調査したアンケート結

果について取りまとめております。90％以上

の皆様から、今後の取り組みの必要性につい

て期待を寄せていただいております。 

 ４ページをお願いします。 

 税事業を取り巻く変化には、近年大きな変

化がございました。それに伴い、本県の森

林、林業の課題にも変化が生じております。 

①にありますように、熊本地震や九州北部

豪雨など、多発する自然災害により、災害を

防止するための森林整備の重要性が再認識さ

れたと思います。 

また、②及び③にありますように、戦後造

成した森林資源が充実をする中で、主伐の進

行に伴いまして、伐採後の再造林へ確実に対

応していくことや、森林、木材を県民みんな

で使い、資源の循環を支えることの重要性が

一層増しております。 

④でございますが、森づくり税は、冒頭に

御説明しました多岐にわたる取り組みを実施
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しておりますが、今年度から新たな財源であ

る森林環境譲与税が導入されたことにより、

森づくり税を、①から③のような本県を取り

巻く課題解決に重きを置いた施策に充てるこ

とが可能になった、このような状況変化があ

ったところでございます。 

５ページをお願いいたします。 

まとめに入りますが、県民の皆様からの期

待に応え、県民生活に欠かせない役割である

森林の公益的機能を持続的に発揮させていく

ためにも、水とみどりの森づくり税事業の推

進と継続が必要と考えております。 

 第４期目におきましては、条例の趣旨を踏

まえつつ、近年の状況変化にも対応できるよ

う、しっかりと見直しを図った上で施策を企

画していきたいと考えております。 

 具体的には、県民の安全、安心を守り、次

世代につなぐ森づくりと、県民全体で森に触

れ、親しみ、支え、森の恵みを生かす意識づ

くりの２つを軸にして施策を再編するととも

に、下線を引いてございます自然災害時にラ

イフラインが確保できるよう、道路沿線の森

林整備の展開、花粉を出しにくい森づくり、

近隣県で発生しております無断伐採を本県で

起こさない対策の展開、森林公園の整備、活

用への支援、木製の塀など、木を生かした景

観づくり等の施策を拡充させていきたいと考

えております。 

 森林整備課からは以上でございます。 

  

○早田順一委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 水森税については、全国でも

先進県、先駆けてこの税をつくっていただき

まして、それがもう既に15年たったというこ

とでありまして、一番気にしてたのは、３ペ

ージにあります県民の期待という部分で、こ

の15年間の事業の評価なのか、それとも、こ

れから先に対する期待なのかはちょっとよく

わかりませんけれども、９割の県民の皆さん

方が、このような取り組みは必要だという評

価をいただいているということについては、

非常にうれしく思っておりますし、また、と

ても重要な、重い内容だなということを感じ

ながら、この中身を読みました。 

 定量化されている数値というのは、非常に

わかりやすくて、水と森を守りましょうとい

うのは、目に見えないですね、正直言って。

木だって大きくなるのは、１年にもう何セン

チも大きくならない、少しずつやっているわ

けでありまして、地下水に至っては、ほとん

ど目で見ることはないわけでありますが、こ

ういう定量化されることによって、こういっ

た水源涵養であったり、それから土砂の流出

ですね。それから、二酸化炭素の吸収という

ことで、こういった機能が発揮できてるとい

う、皆さんの税金を生かして、こういう部分

がプラスオンされたということは、大変あり

がたいことだというふうに思っておりまし

て、引き続き、この条例については、４期目

ぜひやっていただきたいというふうに思って

ます。 

 そこででありますけれども、この中にも既

に書いてありますが、５ページの新たな方向

性の中で、公益的機能の維持増進で、県民の

安全、安心を守り、次世代につなぐ森づくり

ということの１番のポツの２番目、ライフラ

イン確保の森林整備ということが書いてあり

ますが、千葉の台風被害を見ると、ちょっと

誇張されている部分もあるかもしれません

が、木が台風によって折れて、それが電線や

電話線を壊しちゃって、それを復旧するのが

大変だというのがテレビでよく出ておりま

す。 

 私と議員の皆さんも経験なさっていると思

いますが、確かに電線とか電話線というの

は、ほとんど公道沿いにずっと走っています

ね。大きな高圧線は別ですけれども、一般的
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に、家庭に落としていくとか、工場に落とし

ていくその先の電線というのは、ほとんど公

の道の横にずっと架線してあるわけですね。

全部地中埋設すれば、多分この被害はないと

思いますが、それは費用対効果でいえば、と

んでもないお金がかかるわけでありますか

ら、それを全部地中埋設するのは不可能でし

ょう、今の段階。将来はわかりませんけれど

も、非常に厳しいと思います。 

 そういった意味から見れば、あの電線の真

横に、真横どころか、熊本でもチェックして

もらえればわかると思いますけれども、公道

に立ってる電柱の上から民地の山の木が覆い

かぶさっているという状況、これはもう私の

管内、地元だけでも、それから全県的に見れ

ばどれだけあるか、もう数え切れないぐらい

にあるんだと思ってまして、もしもそれが、

台風で、どうこうで停電につながったという

話以前から、大型のバスを通せば、屋根がザ

ーザーザーザーすってしまってだめだという

話とかがあって、民地が民間の皆さん方の所

有権があって、そう簡単に切れないもんです

から、現地の承諾を得ないとですね。わざと

切らせない人も中にはいるらしいし、基本的

には所有者が自分で切るというのが、民地の

場合は当たり前だと思いますが、自分で切る

というのは、基本原則とはいえ、その安全を

守るために、ずっと切らないから仕方ないで

いくと、あんな被害になってしまうというこ

とだと思ってまして、このライフライン確保

のための森林整備、特に公道沿いの樹木が、

我々のライフラインを脅かす要因になってい

るということはもう否めない。今回、千葉で

もそういう事例が出ているわけであります

が、そこを法的にどうクリアしてこれをやら

れるのか。少なくとも県有林とか公有林であ

れば、これでばっとやっていけると思います

けれども。 

 だから、前の委員会で、私は、新しい森林

整備のシステムでやれないかという話をした

ことがあるんですけれども、それらも合わせ

ながら、新しい森林管理システムを使えば、

その所有者が市町村にその森林の管理委託を

してくれれば、市町村が事業としてやれるわ

けですから、切ることはやりやすいなと思っ

てましたけれども、こことのマッチングはど

うやって、これからでしょうけれども、お考

えなのか、ちょっとお聞かせください。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 御指摘をいただきました、どのように進め

ていくか、本当に重要な課題だと思っており

ますが、どのように進めていくかというとこ

ろは、やはり地域の総意等もよく酌み取った

上で、地域の実情に合わせて展開をしていく

必要があるんじゃないかなと思っておりま

す。 

 なかなか、道路沿線にあります一見見た感

じでは、伐採、搬出がしやすい道がかりにつ

いては、一見よく見えるんですが、実際のと

ころ、森林組合の皆様等々によく聞きます

と、電線がかかっていて、ほとんどもう作業

ができないゾーンになりますというところで

ありまして、ここはなかなか道がかりはいい

んですが、管理経営に余り適してないゾーン

だとも言えます。 

 そういうところにおきまして、できるだけ

――基本的に、道路沿線の樹木の整備という

のは、法的にも森林所有者の責務となってお

りますが、なかなか所有者の負担に頼るだけ

では済まないところもあると思います。そう

いう中で、公的な支援をいかにしていくかと

いうところが今回の検討に至った次第でござ

います。 

 委員御指摘のありました新たな森林管理シ

ステム、これは、なかなか管理経営の行き届

かないところに対しまして、市町村が責任を

持って所有者にコンタクトをとって、管理経

営の方針について聞き取った上で、その所有
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の権限を市町村が受け取った暁には、森林環

境譲与税等の財源を使ってやっていくという

ところになります。 

 水とみどりの森づくり税と新たな森林管理

システムで市町村がどのようにお考えをされ

るか、少しそこはよく交通整理をしながら、

しっかりとこの課題に対応していきたいと思

っております。 

 

○前川收委員 多分この課題というのは、全

国的に大きくクローズアップされる課題だと

思ってますので、熊本がモデルをつくるぐら

いに、ぜひ頑張ってやっていただきたいなと

いうふうに思ってます。 

 その際に、伐採方法についても、もう既に

電線にかかってる木を切れと言われても、そ

れは、どんな熟練の人たちだって、そう簡単

には今の費用では多分できないと思います。

もう機械の台数が全然違う。つり上げながら

やらなきゃいけない。一般的に倒せばいいと

いう話じゃないということで、そういった技

術開発等々も含めて、少し考えていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 基本的に、地球温暖化対策というのは絶対

的に必要で、現在の気候の変動というのを我

々が肌で感じるように最近なってきたなとい

うふうに思います。夏のあの暑さというの

は、35度を超えるのが当たり前、毎年そうな

ってますし、線状降水帯ですか、こういった

ものも昔からあったかどうか知りませんけれ

ども、ちょっと異常な感じがありますから、

息の長い活動をずっと我々がやり続けて、吸

収源対策も含めて――排出対策だけは声高に

おっしゃるけれども、排出対策だけじゃなく

て、吸収源対策、出たものを吸収するという

対策についても、しっかり訴えながらやって

いかなきゃいけないと思っておりますので、

ぜひ頑張ってください。 

 以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 前川委員のと関連すると思

うんですが、実は、阿蘇も、熊本地震で大分

被害を受けました。そして、千葉のせんだっ

ての15号ということで、阿蘇森林組合の組合

長とどういうふうな状況になっているかとい

う話をしたわけですが、熊本地震後、森林組

合では、４名１チームをつくって、そういう

巡回をしておりますと。それと、もうほとん

どの山が個人持ち物ですから、個人のほうか

ら来たときには行きますと。それと、先ほど

前川委員から出ましたように、県道とか市道

とかいう沿線の巡回をしながら、もしひっか

かるような場合は、前もって地主さんに言っ

て伐採してますということでした。熊本地震

後、停電あったりしましたので、それ以後、

阿蘇の森林組合はそういうことで動いており

ますというようなことでした。 

 ただ、市町村というようなことですから、

これは、県からやはり――せんだって、球磨

郡選出の緒方先生も同じような一般質問をさ

れたと思うんですが、これは市町村にこの税

金が行ったとしても、その前に県の方向とし

て何らかの方策を示していかなければ、市町

村もどこからどう手をつけていいか、中に

は、山でも持ち主がいない山もふえてきてお

るわけなんですね。そういう部分で、ぜひ、

市町村に示す方向性、まず何からやるのかと

いうことをやっぱり示さなければなと思って

います。 

 阿蘇森林組合も、４名１チームで、その方

々が定期巡回をしながら、そして地主さんを

見つけて、そしてそれを風倒木にならぬ、電

線を切らぬ程度にというようなことで進めて

おるというようなでしたので、そういう部分

も、やはりぜひ県の方向性もはっきりと示し

たほうが市町村もやりやすいんじゃないかな

と。 
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 あと、阿蘇の場合は、植林が多いもんです

から、千葉みたいな古木といいますか、雑木

で空洞化している木は、ほとんど阿蘇の場合

はありません。ただ、山の中ばかりですね。

林道もちゃんと整備されてなくて、軽トラが

通るぐらいの山も多いと。そういう中で、４

名で巡視しているけれども、大変厳しいもの

がありますというようなことで話が出てまし

たので、ぜひ、こういう面も、考慮、何か方

向性を示していただければと思います。 

以上です。 

 

○松木森林整備課長 ありがとうございまし

た。 

 少し県がいろいろと方向性を示すべきでは

ないかという御指摘だったかと思います。 

 まさしく、なかなか市町村だけではできな

い部分多いと思います。地元の住民の団体で

すとか、住民の皆様だけでは解決できない部

分もあると思います。また、行政のほうに行

きますと、いわゆる山を所管しております我

々森林部局と道路の管理者である土木部との

連携も本当に欠かせないと思っています。 

 そういう中で、やっぱりかなり県内道路網

発達しております。道がかり、道沿いで、樹

木が覆いかぶさっているような部分、かなり

あると思いますので、かなり時間はかかる

し、ニーズも非常に多いかと思いますが、ま

ずは、どういう取り組みをモデル的にできる

のかというところを、先例をまず立ち上げて

みて、その状況に応じまして、いろいろとま

た市町村の皆様にも御提示をさせていただき

ながら、この課題に対して対応をしていきた

い、このように考えているところでございま

す。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、この件については終了したいと

思います。 

 その他、何か。 

 

○前川收委員 その他のその他ですね。 

 

○早田順一委員長 そうです。大きなその他

です。 

 

○前川收委員 済みません。１つ、非常に懸

念していることがございまして、それは、皆

さん御承知のとおり、豚コレラが近畿地域、

中部地域からもう関東まで入ってきたという

ことで、ワクチンを使うような判断も多分大

臣がなさるんだろうというふうに思います

が、これは別によそごとの話じゃなくて、や

っぱり県内に入ってこないようにどうやって

やっていくかということは、非常に大事な部

分でありまして、その豚コレラ対策、それか

ら、韓国でアフリカ豚コレラ、これはもっと

強力なやつで、ワクチンがないという状況に

なって、もう韓国で多分２例ぐらいはアフリ

カ豚コレラが発見されたということでありま

す。 

 水際対策は、国が一生懸命やっていってあ

るんだろうと思いますが、これは、入れない

水際対策と、それから守る対策ですね。県内

の農場に絶対に入れないという守る対策を両

方でやっていかなきゃならないと思ってまし

て、国のほうでは、牧柵、ネットフェンスで

すね、一般的に言う、農場を守るネットフェ

ンス。今イノシシ対策とか、中山間地域で、

あっちこっち立ててもらっています。一般耕

種農家もやってらっしゃるあれを、この豚の

農園の周りに設置することに国庫補助事業が

生まれて、多分２分の１の補助をつけたと。

前はなかったんですね。以前は、農園の周り

は。これが、最近それができるということに

なりました。 

 養豚農家の皆さん方に、そのようなことで

ぜひ取り組んでくださいという話をすると、

やっぱり既に他県で、２分の１の国庫補助

に、単県補助ということで県が別途上乗せす
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るということをやり始めたということで、お

隣の鹿児島県はもう既にやるということにな

ってるということで、それがどうしたものか

なというふうに考えてたら、先週末、私のほ

うに入ってきた情報、これはまだ正式な公式

なものではないかもしれませんが、県が上乗

せする部分については、いわゆる交付税でし

っかり裏打ちしますと。内容まで、５分の４

という話まで私は聞いておりますけれども、

そういった制度ができるという話を聞いてお

ります。 

 ぜひ、県内の豚舎の周りに、しっかり守る

ということを前提としたフェンスの対策をや

ってもらいたいというふうに思っております

し、それにはやっぱり上乗せまで含めて国庫

補助がつくられると、国庫補助にプラス裏打

ちするという県支出分を特別交付税でみると

いう制度がつくられるということは、やっぱ

り国も本気で守ってくださいということにな

るんだろうというふうに思っていまして、そ

れらもしっかり活用して豚舎を守るという政

策を進めていただきたいということが１つ。 

 それから、もう１つ、それだけじゃなく

て、この防疫対策の先進県たる熊本として、

私たちはそう自負しております。鳥インフル

エンザのときの対応も含めて、それから口蹄

疫が宮崎で発生しても、それ一切熊本県内に

発生させなかった、守ったという防疫対策の

実績があるし、農林水産省においても、熊本

の防疫対策においては非常に高い評価がされ

ているというふうに思いますけれども、この

豚コレラ対策、アフリカ豚コレラ対策に対し

て、どういう対応をしていくのか教えてくだ

さい。 

 

○福島農林水産部長 今前川委員のほうか

ら、豚コレラ対策、あわせてアフリカ豚コレ

ラ対策ということでお話がございました。 

 今御説明ありましたように、豚コレラがな

かなか終息せず、関東地域まで拡大している

と。そうした中で、アフリカ豚コレラが、つ

いに韓国にまで発生したということで、我々

も非常に危機感を持っております。 

 そうした中で、養豚場の周りをきちっと柵

で囲むと、絶対入れさせないということが、

必要性、緊急性ともに非常に高まってきたと

感じております。 

 今委員から御紹介ありましたが、国のほう

も、自治体が補助する場合は、特別交付税を

措置するというような方針もできつつあるよ

うでございますので、そういう意味では、支

援しやすい環境が整ってきたのかなというふ

うに思っております。 

 防疫先進県の名に恥じないように、県とし

てどのような支援が最も効果的かということ

で、しっかり検討させていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○前川收委員 ぜひ、豚コレラも、他県に先

んじて、胸を張って熊本は守ったぞと言える

ような対策をしっかりやっていただきますよ

うに御要望して終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○西聖一委員 １カ月ぐらい前の話になりま

すけれども、275万トンの飼料用トウモロコ

シの輸入、この影響についてお尋ねいたしま

す。 

 本県の利用もあると思いますけれども、こ

れが大体どれくらいなのかということと、今

回の措置では、本県でどれくらいふえる見込

みなのか。一般的に、量がふえれば単価が下

がるんじゃないかなと思うんですけれども、

そこら辺はどうなのか。そして、県下で飼料

用トウモロコシも作付されてますけれども、

これの影響はどうなのかというのを畜産課長

に。 
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 それから、もう一点が、同じように飼料用

稲というものもありますよね。これ畜産、牛

に食べさせる餌で、これの影響も私は心配を

しておりまして、今熊本県は、全国一の飼料

用稲の作付面積を頑張ってますし、菊池農協

も、えこめ牛ということで、農協も力を入れ

たりしてやってますけれども、この作付面積

に影響がないのかということを、ちょっと農

産園芸課長にお尋ねしたいと思います。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 委員御指摘のとおり、275万トンの輸入が

されるということが報道でありましたけれど

も、報道では追加輸入というふうに最初あり

ましたんですが、実際は、農林水産省のほう

に確認しましたところ、一部の報道にもあり

ましたように、前倒し輸入ということで、年

間の輸入量は増加するものでないという考え

でございます。そのため、飼料メーカーが、

飼料用トウモロコシの輸入量を急増させて、

それに伴って飼料価格が大幅に変動するとい

うことは、今のところ考えられないと思って

おります。 

 あと、本県の飼料用トウモロコシの年間利

用量でございますが、実の部分ですね。あれ

は配合飼料の中に使われております。本県の

配合飼料の年間の流通量が約48万トンでござ

いますので、その中の約50％がトウモロコシ

です。年間利用は大体24万トンと推計されま

す。それの量が変動するかというと、そこは

今のところわかりません。先ほど申しました

ように、あと飼料メーカーのほうで養分とか

価格とかを考えながら配合されますので、50

％が60％に上がることはもう考えられないと

思います。 

 あと、本県のあの青刈りトウモロコシです

けれども、青刈りトウモロコシにつきまして

は、3,410ヘクタール作付されておりまし

て、それは、ホールクロップサイレージ、実

も茎も葉も全てサイレージにして使われるや

り方で牛とかに給与されているところでござ

います。 

 

○下田農産園芸課長 飼料用稲の作付面積へ

の影響についてでございます。 

 飼料用稲としましては、ＷＣＳ用稲と飼料

用米という形で、県内で約9,000ヘクタール

が作付をされております。この中で、ＷＣＳ

用稲では、耕種農家と畜産農家との契約によ

って生産がなされております。また、飼料用

米では、国産飼料を求めるグリーンコープ生

協等にＪＡ経済連を通じて販売されるなど、

県内の飼料用稲につきましては、実需者との

結びつきができている状況でございます。 

 加えて、先ほど畜産課長からありましたよ

うに、今回の追加輸入措置につきましては、

前倒しということでございますので、その状

況の中で、本県産の飼料用稲の作付に直接影

響を及ぼすことはないと考えております。 

 

○西聖一委員 影響はないだろうということ

で、一安心ですけれども、おととい、飼料用

大豆のまた輸入もあって話題になってきて、

そこは何か輸入業者との話がうまくついてな

いという話もちょっと出てるので、今前倒し

ということであれば心配しませんけれども、

またそれが話が違うようなことがあり、作付

に影響があるようなことがあれば、速やかに

情報をまたこれからもお願いしたいというふ

うに思います。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○西村尚武委員 要望といいますか、お願い

でございますが、水産関係です。 

 今天草漁協の牛深総合支所は、第３種漁港

で、県一の水揚げ量を上げております。水揚

げ職員の高齢化が進み、新たな職員の確保が

できない現状です。選別台、これは自動選別

機ですね、それとフィッシュポンプ、これは
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船から魚を荷揚げする効率のよいもので、機

械化を進めておりますが、財政が厳しく、補

助金に頼らなくては設置できない状況です。 

 今牛深では、だしブームで煮干しの生産が

ふえております。加工場でも人手不足で、魚

種別の選別、サイズ別の選別を強く希望され

ており、機械化は喫緊の課題になっておりま

す。まき網漁船の運搬船の従業員も、高齢

化、人手不足で、水揚げ労力の負担もふえて

おります。機械化に向けた御支援をお願いし

ますと。 

 その中で、水産庁の出した浜プランに乗っ

て、漁協のほうから自動選別機は１台もう導

入していただいています。これは県にもお世

話になったんだと思います。かなり効率がよ

くて、ただ、それでも足らぬもんですから、

もう１台とフィッシュポンプのほうの要請を

今しているところです。 

 ぜひ、県のほうからも御助力をいただきま

すようお願いをいたします。 

 

○早田順一委員長 御要望でよろしいです

か。 

 

○西村尚武委員 要望です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○前川收委員 もう１つ、ごめんなさい。何

回も申しわけないです。 

 海の話を聞いて、はっと思ったんですけれ

ども、今しゅんせつの需要がとても多くて、

ヘドロをとれとか、いろんな、みお筋を掘れ

とか、漁業者の皆さん方の期待に応えるため

に、特に、内水面というか、有明海とか八代

海は多いんですけれども、その作業を支えて

きてたのが、塩屋漁協の横に埋め立てする何

か囲いをつくった、あれは何施設というかよ

くわかんないんですけれども、あれがあっ

て、そこに今非常に頼っているという状況で

ありますが、漁業者の皆さんから聞くと、も

うあれが早晩満杯になるだろうという話を伺

ってまして、多分これ知ってらっしゃると思

います。 

 で、あれが満杯になった後にどうするのと

いう話が、当然これは出てくるわけでありま

すが、その次の話がなかなか聞こえてこない

ということが、漁業者の皆さんにとっては大

きな不安材料になっているということであり

ますので、その後の計画があれば教えていた

だきたいし、ないならどうするのか教えてい

ただきたいと思います。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 塩屋漁港の土砂処分場につきましては、も

ともと塩屋漁港の増設工事に伴って、それに

合わせて、いわゆる盛り土材として活用する

ということで、各漁港から発生しましたしゅ

んせつ土砂のほうを受け入れてきたという状

況でございまして、今お話ございましたよう

に、あと数年で予定の容量に達するという状

況でございます。一方で、まだ出したいとい

うような漁港のニーズもございますものです

から、今水産庁のほうともちょっと協議して

おりまして、沈下を促進するための圧密のた

めの工事を来年度から新規で取り組みたいと

いうふうに考えているところが１点目でござ

います。 

 また、２点目につきましては、発生した土

砂を有効活用できないかというような他県の

事例等も検討しながら取り組んでいるところ

でございます。 

 もう１点は、新たな処分場についても、適

地、また今後発生する土砂量も見込んだとこ

ろでの土砂処分場の検討についても実施して

いるところでございまして、また今後具体的

な取り組みが見えた段階で御報告になるかと

思っております。 

 以上でございます。 
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○前川收委員 圧密しても無尽蔵にずっと入

るわけじゃないわけでしょうから、いつかは

満杯になるということで、有効利用を図る方

法が確立すればいいでしょうけれども、それ

もそう簡単では多分ないんだろうと想像して

おりますので、ぜひ、次の対策のことを、こ

れはすぐできるわけじゃなくて、相当な費用

も時間もかかる話でありますから、漁業者の

皆さんから見えてるのは、あと２～３年で満

杯になるだろうという部分と、逆算して２～

３年で処分場ができるかというと、多分２～

３年ではできないでしょうというのは、もう

みんな頭で想像なさってるんですね。それが

結局不安の原因だというふうに思いますの

で、ぜひ対応していただきますようにお願い

いたします。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 最後に、陳情、要望等が２件提出されてお

ります。参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第３回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時52分閉会 
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